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 講義内容  

大変好評であった前回の研修会（２０１８年８月開催）に引き続き、知的財産高等

裁判所所長の髙部眞規子先生より、ご講演いただきます。 

デジタル化時代において、著作権はますます重要になっています。今回は、弁理士

がとかく苦手意識を持ちがちな著作権について、プログラムの著作物や応用美術など、

特許法や意匠法との関係も検討しながら、知っておきたい基礎的事項を、わかりやす

く解説していただきます。 

弁理士、弁護士、企業における知財担当者等、広く関係者にとって役立つ研修にな

るものと思われますので、皆様奮ってご出席ください。 

 

 

講 師 知的財産高等裁判所所長 髙部 眞規子 氏 

継続研修 

２．５単位 

この研修は、日本弁理士会の継続研修として単位認定を申請中です。 

この研修を受講し、所定の申請をすると、外部機関研修として２．５単位が 

認められる予定です。 

 

※１５分以上の遅刻をした場合には、継続研修としての受講と認められません。公共交通機関

等の遅延、自己の行為に起因しない理由であっても、受講したものと認められませんので、

時間に余裕をもって会場にお越しください。中座早退の場合については、時間にかかわらず

受講したものと認められませんのでご注意下さい。 

髙部眞規子 知財高裁所長講演 

「著作権訴訟の基礎」研修会 



【注意事項】 

※お申込みは下の申込書にご記入の上、ＦＡＸでお願いいたします。また、お問合せは、協同組合事務局研修担当までお願いい

たします。TEL:０３-５７７２-８０３３／Mail:kensyu@benrishi-k.gr.jp 

※お申し込みいただいた方には会場地図と請求書をお送りいたします。キャンセルの場合は、必ず３営業日前までにご連絡下さ

い。２営業日前以降のキャンセルはお受けすることができません。事前に会費をお支払いいただいてない場合でも、キャンセ

ル扱いにはならず、会費の全額を頂戴しますのでご注意下さい。 

※会場の都合により定員がございます（東京５０名・大阪３０名・名古屋２０名）。 

 

－「著作権訴訟の基礎」研修会申込書－ 

令和   年  月  日 

申込みＦＡＸ ０３－５７７２－８０３４ 
 

（  ）東 京 令和 ２年 ２月２１日（金）の研修会にお申込み 

（  ）大 阪 令和 ２年 ３月 ２日（月）の研修会にお申込み 

（  ）名古屋 令和 ２年 ３月１４日（土）の研修会にお申込み 

・出席者が弁理士の方の場合は、「登録番号」と「組合員／非組合員」のチェックをご記入下さい。 

・会場地図等は、ご登録の事務所（会社）住所へお送りいたします。 

・出席者が組合員の代理として参加される場合は（会費 9,350 円）、被代理となる組合員名をご記入下さい。     HP 

日時会場 東 京 令和 ２年 ２月 ２１日（金） １８：００～２０：４５ 

     ＴＫＰ新橋カンファレンスセンター 

東京都千代田区内幸町１－３－１ 幸ビルディング１５階 

大 阪 令和 ２年 ３月 ２日（月）  １４：００～１６：４５ 

日本弁理士会 関西会事務所 会議室 

大阪市北区梅田３－３－２０ 明治安田生命大阪梅田ビル２５階 

名古屋 令和 ２年 ３月 １４日（土） １４：００～１６：４５ 

日本弁理士会 東海会事務所 会議室 

名古屋市中区栄２－１０－１９ 名古屋商工会議所ビル８階 

会 費 

(税込) 

組合員   ９,３５０円（組合員１名に付き１名代理可） 

非組合員 １２,６５０円 

事務所名 
TEL         (         )           . 

出席者名 

  

(登録番号         ) □組合員/□非組合員 (登録番号         ) □組合員/□非組合員 

被代理 

組合員名 

(登録番号          ) (登録番号          ) 

（キリトリ不要） 


